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  志摩市 教育委員会事務局 生涯学習スポーツ課 

タ イ ト ル 

志摩市指定文化財に「木造薬師如来坐像」を新たに 1 件指

定しました 

 

 

 

 

 

概 要 

 

 

 

 

 

 

 

 

志摩市教育委員会は、令和 8年 3月 31日付の告示により、新たに志摩町

和具の「木造薬師如来坐像（もくぞうやくしにょらいざぞう）」を志摩

市指定有形文化財（彫刻）に指定いたしました。 

 

今回の指定により、志摩市内の指定文化財は合計 87件（県指定・国指定・

国登録文化財含む）、市指定文化財は 47件となります。市では今後も、

こうした地域の宝を適切に保存・活用し、郷土への愛着を育む取り組み

を進めてまいります。 

 

［指定文化財の概要］ 

名称： 木造薬師如来坐像（もくぞうやくしにょらいざぞう） 

種別： 志摩市指定有形文化財（彫刻） 

員数： 1躯 

指定日： 令和 8年 3月 31日 

所在地： 志摩市志摩町和具 2990 和具観音堂 

詳細は別紙資料をご覧下さい。 

 

なお、指定書の交付式を以下のとおり開催します。 

日時：4月 24日（金）11時 00分～11時 30分頃 

※市長定例記者会見、防災危機管理室による協定式終了後 

場所：志摩市役所 本庁 4階 401会議室 

出席予定者（敬称略） 

和具観音堂を守る会 山下 数奈（やました かずな） 

 志摩市教育長    舟戸 宏一(ふなと ひろかず) 

 

お 問 合 せ 先 

志摩市教育委員会事務局 生涯学習スポーツ課 文化振興係 

担当 山本・大前 

TEL 0599-55-2881(歴史民俗資料館内／月曜休館) FAX 0599-55-2935 

または TEL 0599‐44‐0339 FAX 0599-44-5263 

e-mail  ky-sgakuspo@city.shima.lg.jp 

 

資料№10 



新指定文化財概要 

 

【名  称】 木造薬師如来坐像（もくぞうやくしにょらいざぞう） 

【種  別】 志摩市指定有形文化財（彫刻） 

【所 在 地】 三重県志摩市志摩町和具 2990 和具観音堂 

 

和具観音堂の壇上、本尊十一面観音立像の右側（向左）に安置される薬師如来坐像。 

 像高 150.6センチメートルの大きさで、ヒノキ材を用いた一木造。志摩市内に残る大

型（半丈六）の平安仏である。 

 頭部から像底及び両腕の上膊の部分が当初の部材であり、両手肘より先、両脚部等は

すべて後補である。全体に古色を呈するが、墨で瞳を、朱で唇を彩色する。後補の彩色、

台座、光背は和具観音堂本尊の十一面観音立像と同様で、同時期の修理によるもの。 

 後補の両脚部は扁平で量感に乏しく、頭体主要部に対して不釣り合いなほど厚みを欠

いており、本来は胴体部がもう少し長く、脚部も厚みがあって、より自然なプロポーシ

ョンであったと考えられる。 

 修理等による改変により、頭部肉髻と地髪および螺髪、鼻・口・両頬は後世の彫り直

しによって当初の形を崩しているようにみえるが、当初部分の骨格は比較的保持されて

おり、丸みをおびた顔つきや浅く彫られた衣文などの造形や全体的な作風から判断して、

制作年代は平安時代後期、おそらく 12世紀頃と思われる。 

 造像時の事情やその後の経緯といった詳細な伝来については不明。 

 


